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答  申 

 

第１ 審議会の結論 

   熊本県警察本部長（以下「実施機関」という。）が、熊本県が被告となった訴訟

に関する文書（判決文を除く。）について、令和４年（２０２２年）２月２８日に

行った部分開示決定において不開示とした部分のうち、別表２の「審議会が開示

すべきと判断した部分」は開示すべきである。 

 

第２ 諮問等に至る経過 

１ 令和３年（２０２１年）１０月１日、審査請求人は、熊本県情報公開条例（平

成１２年熊本県条例第６５号。以下「条例」という。）第５条の規定に基づき、実

施機関に対し、以下について開示請求を行った。 

令和３年（２０２１年）３月３日に時事ドットコムの記事で取り上げられて

いる、熊本県が被告となった訴訟（以下「当該訴訟」という。）に関する次の文

書 

（１）熊本県が裁判所から受領した文書すべて 

（２）熊本県が裁判所に提出した文書すべて 

（３）熊本県が当該訴訟の原告から受領した文書すべて 

（４）熊本県が当該訴訟の原告に渡した文書すべて 

２ 令和４年（２０２２年）２月２８日、実施機関は、本件開示請求に該当する行

政文書として特定した別表１に掲げる文書（以下「本件対象文書」という。）のう

ち、別表２の「実施機関が不開示とした部分」について条例第７条第２号（個人

に関する情報）、第３号ア（法人等に関する情報）、第４号（公共の安全等に関す

る情報）又は第３７条第１号（適用除外）の規定に該当することを理由に不開示

とし、その他の部分を開示する部分開示決定（以下「原処分」という。）を行い、

審査請求人に通知した。 

諮問実施機関：熊本県公安委員会 

諮問日：令和４年（２０２２年）６月１０日（諮問第２１８号） 

答申日：令和５年（２０２３年）７月３１日（答申情第１７７号） 

事案名：熊本県が被告となった訴訟に関する文書（判決文を除く。）の部分開示決定に関する件 
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３ 令和４年（２０２２年）４月１日、審査請求人は、行政不服審査法（平成２６

年法律第６８号）第２条の規定に基づき、熊本県公安委員会に対して原処分を不

服とする審査請求を行った。 

４ 令和４年（２０２２年）６月１０日、熊本県公安委員会は、この審査請求に対

する裁決を行うに当たり、条例第１９条第１項の規定に基づき、熊本県情報公開・

個人情報保護審議会に諮問を行った。 

 

第３ 審査請求人の主張要旨 

１ 審査請求の趣旨 

原処分を取り消すとの裁決を求める。 

２ 審査請求の理由 

審査請求人の審査請求の理由は、審査請求書によると、おおむね次のとおりで

ある。 

部分開示決定通知書に記載の不開示部分は、いずれも条例第７条各号に掲げ

る不開示情報にあたらないと考える。 

仮に前述の主張が認められないとしても、次の部分は開示すべきである。す

なわち、不開示部分のうち、句点、読点、助詞、助動詞又は接続詞に当たる部

分は、不開示情報に該当するとは言えない。また、一般に事件番号は「▲▲年

（■）第×××号」なる文字列であるところ、このうち「年」、「（」、「）」、「第」

及び「号」は、条例第７条第２号に該当するとは言えない。さらに、弁護士事

務所の電話番号及びファクシミリ番号の一桁目の「０」は条例第７条第３号ア

に該当するとは言えない。これらの部分（以下「句点等の部分」という。）とそ

れ以外の部分は容易に区分して除くことができ、句点等の部分に有意の情報が

記録されていないと認めることも相当でない。したがって、条例第７条第２号

による不開示部分のうち、句点等の部分は条例第８条第２項の規定により開示

すべきである。また、条例第７条第３号ア又は第４号による不開示部分のうち、

句点等の部分は条例第８条第１項の規定により開示すべきである。 

また、当該訴訟第一審の事件番号及び判決言渡日並びに控訴議案の提出日は、

熊本県ホームページで公開されている情報であるから、条例第７条第２号ただ

し書アに該当し、開示すべきである。 

 

第４ 実施機関の説明要旨 

実施機関の説明の内容は、弁明書等によると、おおむね次のとおりである。 
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 説明聴取の要旨 

（１）条例第７条第２号該当性の判断について 

条例第７条第２号で不開示とした部分（警察職員を除く。）は、被疑事実発生

場所や、原告が警察署へ任意同行を求められた場所に居合わせた者が、原告又

は被害者を識別することができる。 

（２）条例第７条第３号ア該当性の判断について 

弁護士の氏名、印影、所属事務所の名称、所在地及び連絡先を公にすること

により、当該訴訟の原告又は被告に対して反感を持つ者が当該弁護士やその所

属事務所に対して押し掛け等の嫌がらせを行うことが想定され、当該弁護士等

の社会的活動の自由が損なわれるおそれがある。 

（３）条例第７条第４号該当性の判断について 

捜査に関する情報は、捜査手法等が公になることにより、今後の捜査に支障

を及ぼすおそれがある。 

また、原告を識別することができる情報が公になることにより、原告に対し

て反感を持つ者が原告に危害を加えることが想定され、原告の生命、身体、財

産等の保護に支障を及ぼすおそれがある。 

２ 弁明書の要旨 

（１）句点等の部分について 

「熊本県情報公開条例解釈運用基準」（以下「解釈運用基準」という。）にお

いて、不開示情報が記録されている場合、「部分的に削除すべき範囲は、文書で

あれば、一般的には、文、段落等を、表であれば個々の欄等を単位として判断

することをもって足りる」、「部分開示の実施に当たり、具体的な記述をどのよ

うに削除するかについては、実施機関の条例の目的に沿った合目的的な裁量に

委ねられている」とされていることを踏まえ、不開示と判断した。 

（２）熊本県ホームページで公開されている情報について 

熊本県ホームページで公開されている情報であっても、実施機関において訴

訟資料の一部として保有している以上、特定の個人を識別することができない

よう、「事件番号」及び「年月日」について一律に不開示と判断した。 

 

第５ 審議会の判断 

当審議会は、審査請求人の主張内容及び実施機関の説明内容に基づき、原処分

の妥当性について調査、審議した結果、以下のように判断する。 

１ 原処分において不開示とした根拠となる条例の規定について 
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（１）条例第７条第２号の規定及び解釈について 

ア 条例第７条第２号は、次の情報を不開示情報として規定している。 

個人に関する情報（中略）であって、当該情報に含まれる氏名、生年月

日その他の記述等（中略）により特定の個人を識別することができるもの

（他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができるこ

ととなるものを含む。）又は特定の個人を識別することはできないが、公

にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるもの。ただ

し、次に掲げる情報を除く。 

ア 法令等の規定により又は慣行として公にされ、又は公にすることが

予定されている情報 

イ 人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必

要であると認められる情報 

ウ 当該個人が公務員等（中略）である場合において、当該情報がその

職務の遂行に係る情報であるときは、当該情報のうち、当該公務員等

の職及び氏名（警察職員（中略）の氏名を除く。）並びに当該職務遂

行の内容に係る部分 

イ 照合の対象となる「他の情報」の範囲については、解釈運用基準において、

次のとおり記載されている。 

照合の対象となる「他の情報」としては、公知の情報や、図書館等の公

共施設で一般に入手可能なものなど一般人が通常入手し得る情報が含ま

れる。また、何人も開示請求できることから、仮に当該個人の近親者、地

域住民等であれば保有している又は入手可能であると通常考えられる情

報も含まれると解する。他方、特別の調査をすれば入手し得るかも知れな

いような情報については、一般的には、「他の情報」に含めて考える必要は

ないものと考えられる。照合の対象となる「他の情報」の範囲については、

当該個人情報の性質や内容等に応じて、個別に適切に判断することが必要

となる。 

ウ 本件対象文書には、被疑事実の詳細や、原告又は被害者の主張、司法判断

など、原告又は被害者の個人に関する情報が記載されている。実施機関の説

明によると、被疑事実が発生した場所や原告が警察署へ任意同行を求められ

た場所がいずれも公共の場であったことから、そこに居合わせた者により当

該個人が識別されると、差別・偏見による中傷被害が及ぶおそれがあるとの

ことだった。 

当審議会としても、本件対象文書に記載された情報は、その性質上、個人

が開示を望まない高度の秘匿性が求められるものであり、慎重な対応が必要
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なものであると考える。したがって、被疑事実や任意同行の求めが公共の場

で行われたことを踏まえると、本件対象文書に記載された情報の条例第７条

第２号該当性の判断に当たっては、当該場所に居合わせた者が保有している、

又は入手可能であると通常考えられる情報も「他の情報」に含まれるものと

解することが相当である。 

（２）条例第７条第３号アの規定について 

条例第７条第３号アは、次の情報を不開示情報として規定している。 

法人その他の団体（中略）に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に

関する情報であって、次に掲げるもの。（中略） 

ア 公にすることにより、当該法人等又は当該個人の権利、競争上の地位

その他正当な利益を害するおそれがあるもの 

（以下省略） 

（３）条例第７条第４号の規定について 

条例第７条第４号は、次の情報を不開示情報として規定している。 

公にすることにより、犯罪の予防、鎮圧又は捜査、公訴の維持、刑の執行

その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると実施機関

が認めることにつき相当の理由がある情報 

（４）条例第８条の規定について 

条例第８条は、部分開示について次のように規定している。 

１ 実施機関は、開示請求に係る行政文書の一部に不開示情報が記録され

ている場合において、不開示情報が記録されている部分を容易に区分し

て除くことができるときは、開示請求者に対し、当該部分を除いた部分

につき開示しなければならない。ただし、当該部分を除いた部分に有意

の情報が記録されていないと認められるときは、この限りでない。 

２ 開示請求に係る行政文書に前条第２号の情報（特定の個人を識別する

ことができるものに限る。）が記録されている場合において、当該情報

のうち、氏名、生年月日その他の特定の個人を識別することができるこ

ととなる記述等の部分を除くことにより、公にしても、個人の権利利益

が害されるおそれがないと認められるときは、当該部分を除いた部分は、

同号の情報に含まれないものとみなして、前項の規定を適用する。 

（５）条例第３７条の規定及び解釈について 

ア 条例第３７条は、この条例の適用除外について次のように規定している。 

この条例の規定は、次に掲げる行政文書については、適用しない。 

（１） 刑事訴訟法（昭和２３年法律第１３１号）第５３条の２に規定
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する訴訟に関する書類及び押収物 

（２） （略） 

イ 条例第３７条第１号が訴訟に関する書類及び押収物を適用除外とした理

由については、解釈運用基準において、次のとおり記載されている。 

被告事件終結後においては、刑事訴訟法第５３条及び刑事確定訴訟記録

法（昭和６２年法律第６４号）により一定の場合を除いて何人にも訴訟記

録の閲覧を認め、その閲覧を拒否された場合の審査請求につき準抗告の手

続きによることとされるなど、これらの書類等は、刑事訴訟法及び刑事確

定訴訟記録法により、その取扱い、開示・不開示の要件、開示手続き等が

自己完結的に定められていることなどを考慮し、この条例の規定は、刑事

訴訟に関する書類及び押収物については適用しないこととしたものであ

る。 

刑事訴訟法においては、訴訟に関する書類とは、被疑事件又は被告事件

に関し作成された書類をいう。 

２ 原処分の妥当性について 

  以下、実施機関が不開示としている情報の条例第７条第２号、第３号ア又は第

４号の該当性及び条例第８条の適用の妥当性について検討する。 

（１）条例第７条第２号該当性について 

ア 別表２の「実施機関が不開示とした部分」のうちNo.①の部分には、事件番

号、原告の住所、氏名、印影、年齢（当該情報を特定できる他の情報を含む。）、

性別、職業及び家族の情報、被害者の性別、年齢（当該情報を特定できる他

の情報を含む。）及び家族の情報、警察官の氏名、印影、年齢、経歴及び家族

の情報、特定の個人間の紛争並びに特定の個人の病気、特性及び性格が記載

されていることが認められる。 

事件番号は、同一のものが重複して付されることはないため、当該事件を

特定することが可能である。そうすると、民事訴訟法（平成８年法律第１０

９号）の規定により、何人も、裁判所書記官に対し、訴訟記録の閲覧を請求

することができることからすれば、訴訟記録の閲覧が現実的に可能となり得

るという点で、訴訟当事者が識別される具体的可能性があるといえる。以上

によれば、事件番号は、特定の個人を識別することができる情報に該当する。

よって、当該訴訟の原告を識別できる情報に該当する。 

ところで、当該訴訟第一審の事件番号が熊本県ホームページで公開されて

いることについて、事務局をして確認させたところ、熊本県が当事者となる

訴訟のうち、熊本県議会の議決を要するものだけが議案として掲載されてい

るとのことだった。議案の掲載に伴い、熊本県が当事者となる訴訟の一部の
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事件番号が公にされたとしても、個別的な事例にとどまるものであって、慣

行として公にされているということはできないため、事件番号は、条例第７

条第２号ただし書アには該当しない。 

その他の情報も、原告、被害者、警察官又は特定の個人を識別できる情報

に該当する。 

なお、これらの情報は、条例第７条第２号ただし書のいずれにも該当しな

い。 

したがって、当該部分を同号で不開示とした原処分は妥当である。 

イ 別表２の「実施機関が不開示とした部分」のうちNo.①の部分には、被疑事

実の発生日時、発生場所及び行為内容（いずれの情報も当該情報を特定でき

る他の情報を含む。）が記載されていることが認められる。 

実施機関の説明によると、被疑事実が発生した場所は、公共の場であった

とのことだった。よって、これらの情報は、被疑事実の発生場所に居合わせ

た者が、原告又は被害者を識別できる情報に該当する。 

なお、これらの情報は、条例第７条第２号ただし書のいずれにも該当しな

い。 

したがって、当該部分を同号で不開示とした原処分は妥当である。 

ウ 別表２の「実施機関が不開示とした部分」のうちNo.①の部分には、原告が

逮捕された日付、取調べを受けた日付、送検された日付、勾留が決定された

日付、被疑者ノートの差入れを受けた日付、被疑者ノートに記載した日付、

弁護士と接見した日付、補充捜査を申し入れた日付、勾留期間が満了した日

付、裁判所へ送致された日付及び原告の筆跡が記載されていることが認めら

れる。 

これらのうち、日付に関する情報は、時期が近接していることや刑事訴訟

法の規定により、原告が警察署へ任意同行を求められた日付を相当程度推測

できるものであると認められる。実施機関の説明によると、原告が警察署へ

任意同行を求められた場所は、公共の場であったとのことだった。そして、

当該場所に居合わせた者の中には、原告の筆跡をよく知る者を含むことが認

められる。以上によれば、これらの情報は、原告が警察署へ任意同行を求め

られた場所に居合わせた者が、原告を識別できる情報に該当する。 

なお、これらの情報は、条例第７条第２号ただし書のいずれにも該当しな

い。 

したがって、当該部分を同号で不開示とした原処分は妥当である。 

エ 別表２の「実施機関が不開示とした部分」のうちNo.①の部分には、個人の

心情及び自筆の署名が記載されていることが認められる。 
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個人の心情に関する記載は、人格と密接に関連するため、公にした場合、

当該個人の人格的な権利利益を害するおそれがあると認められる。 

また、自筆の署名は、公にした場合、筆跡を模倣されて悪用されるおそれ

があるため、個人の財産的な権利利益を害するおそれがあると認められる。 

なお、これらの情報は、条例第７条第２号ただし書のいずれにも該当しな

い。 

したがって、当該部分を同号で不開示とした原処分は妥当である。 

オ 別表２の「実施機関が不開示とした部分」のうちNo.①の部分には、警察署

の名称（取調べが行われた警察署の名称を含む。）、取調べにおける原告の体

調不良に関する警察官又は原告の発言内容及び様子、原告が代理人を介して

行った申立て及び実施機関の対応に関する記載及び日付、文書の日付、証明

日、受付日及び提出期限、訴訟に係る期日、控訴議案の提出日及び可決日、

熊本県ホームページに記載の年、新聞掲載日、送付嘱託により送付された文

書の冊数及び枚数並びに供託番号及び供託完了日が記載されていることが

認められる。 

実施機関の説明によると、これらの情報は、被疑事実が発生した場所又は

原告が警察署へ任意同行を求められた場所に居合わせた者が、原告又は被害

者を識別できる情報に該当するとのことだった。しかしながら、これらの情

報は、前述の場所に居合わせた者が保有している、又は入手可能であると通

常考えられる情報と照合したとしても、原告又は被害者を識別することはで

きないと考えられるため、条例第７条第２号には該当しない。 

したがって、当該部分のうち、同号該当のみを理由に不開示とした部分（警

察署の名称（取調べが行われた警察署の名称を除く。）、原告が代理人を介し

て行った申立て及び実施機関の対応に関する記載及び日付、文書の日付、証

明日、受付日及び提出期限、訴訟に係る期日、控訴議案の提出日及び可決日、

熊本県ホームページに記載の年、新聞掲載日、送付嘱託により送付された文

書の冊数及び枚数並びに供託番号及び供託完了日）は、開示すべきである。 

他方、当該部分のうち、同号と併せて同条第４号該当を理由に不開示とし

た部分（取調べが行われた警察署の名称並びに取調べにおける原告の体調不

良に関する警察官又は原告の発言内容及び様子）は、（３）イ又はウにおいて

同条第４号該当性を検討することとする。 

（２）条例第７条第３号ア該当性について 

ア 別表２の「実施機関が不開示とした部分」のうちNo.②の部分には、当該訴

訟の原告又は被告の訴訟代理人弁護士の印影が記載されていることが認め

られる。 
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弁護士の職印は、訴訟事件の当事者からの依頼等により、弁護士としての

資格に基づき、訴訟事件に関する各種文書のほか、一般の法律事務を行うに

当たって作成する文書に押印されるものであり、その印影は、当該文書が当

該弁護士によりその職務上真正に作成されたことを認証する意義を有する

ものといえる。よって、これが広く開示されると、これを用いて文書の偽造

がされることなどにより、当該弁護士の権利利益を害するおそれがあると認

められる。 

したがって、当該部分を条例第７条第３号アで不開示とした原処分は妥当

である。 

イ 別表２の「実施機関が不開示とした部分」のうちNo.②の部分には、当該訴

訟の原告又は被告の訴訟代理人弁護士の氏名、所属事務所の名称、所在地及

び連絡先並びに原告母親の知り合いの弁護士の氏名が記載されていること

が認められる。 

実施機関の説明によると、これらの情報を公にすることにより、当該訴訟

の原告又は被告に対して反感を持つ者が当該弁護士やその所属事務所に対

して押し掛け等の嫌がらせを行うことが想定され、当該弁護士等の社会的活

動の自由が損なわれるおそれがあるとのことだった。 

しかしながら、一般的な弁護士業務の遂行においては、その氏名を明らか

にして行うことが通常である。また、当該訴訟の原告又は被告の訴訟代理人

弁護士であったことや、原告母親の知り合いであることが明らかになったと

しても、当該弁護士の価値観や信条が公になり、事業活動に対する妨害が想

定されるといったことはおよそ認め難い。よって、弁護士の氏名は、不開示

情報に該当しない。 

そうであるならば、当該弁護士の所属事務所の名称、所在地及び連絡先は、

日本弁護士連合会のウェブサイトによって検索可能であるから、これらも不

開示情報には該当しない。 

したがって、当該部分は条例第７条第３号アには該当せず、開示すべきで

ある。 

（３）条例第７条第４号該当性について 

ア 別表２の「実施機関が不開示とした部分」のうちNo.③及び④の部分は、い

ずれも条例第７条第２号及び同条第４号該当を理由に不開示としている。 

これらの情報は、（１）アないしエの情報の一部と同一であることが認め

られる。（１）アないしエの情報は、いずれも同条第２号に該当することを判

断しているため、当該情報も同様に同号に該当することが認められる。 

したがって、当該部分は同条第２号に該当し、同条第４号について判断す
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るまでもなく、不開示とした原処分は妥当である。 

イ 別表２の「実施機関が不開示とした部分」のうちNo.⑤の部分には、取調べ

中の発言内容、意図及び様子並びに原告が取調べを受けた日付が記載されて

いることが認められる。 

取調べにおける具体的な発言内容（原告の体調不良に関する警察官の発言

内容を含む。）、意図及び様子は、どのようなことをどのように追及するのか

という実施機関の捜査手法に該当する。よって、これらの情報を公にするこ

とにより、別事案における今後の捜査の遂行に支障を及ぼすおそれがあると

認められる。 

しかし、取調べの場面であっても、原告の体調不良に関する原告の発言内

容及び様子は、被疑事実の追及とは直接関係がなく、実施機関の捜査手法に

は該当しないため、公にしたとしても、別事案における今後の捜査の遂行に

支障を及ぼすおそれがあるとは認められない。 

したがって、原告の体調不良に関する原告の発言内容及び様子は、条例第

７条第４号に該当せず、（１）オのとおり同条第２号にも該当しないことか

ら、開示すべきである。その余の部分を同条第４号で不開示とした原処分は

妥当である。 

また、原告が取調べを受けた日付は、（１）ウのとおり同条第２号に該当す

ることを判断しているため、同条第４号について判断するまでもなく、不開

示とした原処分は妥当である。 

ウ 別表２の「実施機関が不開示とした部分」のうちNo.⑤の部分には、取調べ

が行われた警察署の名称が記載されていることが認められる。 

この情報は、具体的な捜査手法等に関する情報とはいえず、公にしたとし

ても、今後の捜査に支障を及ぼすおそれがあるとは認められない。また、（１）

オのとおり原告を識別できる情報にも該当しないため、公にしたとしても原

告の生命、身体、財産等の保護に支障を及ぼすおそれがあるとは認められな

い。 

したがって、当該部分は条例第７条第４号に該当せず、（１）オのとおり同

条第２号にも該当しないことから、開示すべきである。 

エ 別表２の「実施機関が不開示とした部分」のうちNo.⑥の部分には、被疑事

実に係る相談の受理、事情聴取、証拠の押収、聞き込み捜査、護送及び供述

調書に関する具体的な情報が記載されていることが認められる。 

これらの情報は、被疑事実に係る具体的な捜査手法や内容に該当する。

よって、これらの情報を公にすることにより、別事案における今後の捜査の

遂行に支障を及ぼすおそれがあると認められる。 
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したがって、当該部分を条例第７条第４号で不開示とした原処分は妥当で

ある。 

オ 別表２の「実施機関が不開示とした部分」のうちNo.⑥の部分には、特定の

個人間の紛争に関する具体的な情報が記載されていることが認められる。 

この情報は、（１）アのとおり同条第２号に該当することを判断している

ため、同条第４号について判断するまでもなく、不開示とした原処分は妥当

である。 

（４）条例第３７条第１号該当性について 

別表２の「実施機関が不開示とした部分」のうちNo.⑦の部分は、内容的には

刑事訴訟に関連する記載であることが認められる。 

しかしながら、これらの記載は、民事訴訟である当該訴訟に係る原告準備書

面又は被告控訴理由書の一部であって、条例第３７条第１号に掲げる刑事訴訟

に関する書類そのものではないため、同号により適用除外とすることは妥当で

なく、条例の適用対象とすべきである。 

よって、当該部分が条例第７条各号に規定する不開示情報のいずれかに該当

するかを検討する。 

原処分は、当該部分について、いずれも条例第７条第２号該当を理由に不開

示ともしている。 

これらの情報は、（１）ア及びイの情報の一部と同一であることが認められ

る。（１）ア及びイの情報は、いずれも同号に該当することを判断しているた

め、当該情報も同様に同号に該当することが認められる。 

したがって、当該部分を同号で不開示とした原処分は妥当であるため、結論

において問題はない。 

（５）条例第８条適用の妥当性について 

審査請求人は、不開示部分のうち句点等の部分は、有意の情報であり、条例

第８条第１項又は第２項の規定により開示すべき旨を主張している。 

解釈運用基準の解説において、「部分的に削除すべき範囲は、文書であれば、

一般的には、文、段落等を、表であれば個々の欄等を単位として判断すること

をもって足りる」とされていることによれば、（１）ないし（４）において不開

示妥当と判断した部分について、文、段落、個々の欄等を単位として、句点等

の部分を含めて不開示とした原処分は妥当である。 

なお、同解説によると、「『有意性』の判断は、（中略）個々の請求者の意図に

よらず、客観的に決めるべきもの」とされている。本件対象文書を見分したと

ころ、（１）ないし（４）において不開示妥当と判断した部分のうち、句点等の

部分に有意の情報が記録されていると判断すべき特段の事情は認められず、前
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述の判断に影響を及ぼすものではない。 

３ 結論 

以上により、冒頭の「第１ 審議会の結論」のとおり判断する。 

 

第６ 経過 

以下のとおり。 

年 月 日 審 議 の 経 過 

 

 令和４年（２０２２年） ６月１０日 

 

 令和４年（２０２２年）１２月 １日 

 

令和４年（２０２２年）１２月２３日 

 

 令和５年（２０２３年） １月２７日 

 

令和５年（２０２３年） ３月２４日 

 

令和５年（２０２３年） ４月１９日 

 

令和５年（２０２３年） ５月２４日 

 

令和５年（２０２３年） ６月２９日 

 

 ・諮問（第２１８号） 

 

 ・審議 

 

・審議 

 

・審議 

 

・実施機関からの説明聴取、審議 

 

・審議 

 

・審議 

 

・審議 

 

 

 

熊本県情報公開・個人情報保護審議会 

会 長  馬場 啓  

委 員  朝田 とも子 

委 員  甲斐 郁子 

委 員  齊藤 信子 

委 員  関  智弘 
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別表１ 

行政文書名称 

・指定代理人の指定について（通知） 

・指定書 

・委任状 

・呼出状及び答弁書催告状 

・訴状 

・事務連絡（被告の方へのお願い） 

・訴訟記録閲覧等制限申立書 

・原告証拠説明書（１） 

・自甲第１号証～至甲第２号証 

・被疑者ノート 

・答弁書 

・被告準備書面１ 

・文書送付嘱託申立書 

・準備書面（１） 

・被告準備書面２ 

・指定代理人の指定について（通知） 

・指定書 

・指定代理人の解除について（通知） 

・指定代理人の指定について（通知） 

・指定書 

・準備書面（２） 

・被告準備書面３ 

・証拠申出書 

・証拠申出書 

・被告上申書 

・被告最終準備書面 

・準備書面（３） 

・被告最終準備書面（補足） 

・準備書面（４） 

・決定謄本（同一内容の文書を除く） 

・証人調書 

・本人調書 

・控訴状 

・委任状 

・指定代理人の指定について（通知） 

・指定書 

・強制執行停止決定申立書 

・委任状 

・上申書 

・供託書 

・委任状 

・上申書 

・強制執行停止決定正本 

・指定代理人の指定について（通知） 

・指定書 

・呼出状及び答弁書催告状 

・控訴状 

・訴訟記録閲覧等制限申立書 

・控訴理由書 

・控訴理由書 

・答弁書 

・控訴答弁書 

・控訴人証拠説明書（２） 

・自甲第２８号証～至甲第２９号証 

・報告書（同一内容の文書を除く） 

・原告証拠説明書（２） 

・自甲第３号証～至甲第７号証の２ 

・原告証拠説明書（３） 

・自甲第８号証～至甲第１０号証の２ 

・原告証拠説明書（４）訂正書 

・原告証拠説明書（４） 

・自甲第１１号証～至甲第１７号証の３ 

・質問書 

・原告殿の件について 

・原告君について 

・原告君について 

・原告証拠説明書（５） 

・陳述書 

・原告証拠説明書（６） 

・報告書 

・原告証拠説明書（７） 

・原告証拠説明書（８） 

・甲第２２号証 

・控訴人証拠説明書（１） 

・訴えの提起について 

・自甲第２４号証～至甲第２７号証 

・新聞紙面 

・新聞紙面 

・新聞紙面 

・新聞紙面 

・証拠説明書 

・自乙第１号証 至第３号証 

・証拠説明書 

・陳述書 

・証拠説明書 

・陳述書２ 

・証明書 

・決定謄本 
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別表２ 

No. 
実施機関が不開示とした部分 

【不開示根拠規定】 
審議会が開示すべきと判断した部分 

① 

個人に関する情報であって、特

定の個人を識別することができ

る部分 

又は公にすることにより、なお

個人の権利利益を害するおそれ

がある部分 

【条例第７条第２号(個人に関

する情報)】 

・警察署の名称（取調べが行われた警察署の名称を

含む。） 

・取調べにおける原告の体調不良に関する原告の発

言内容及び様子 

・原告が代理人を介して行った申立て及び実施機関

の対応に関する記載及び日付 

・文書の日付、証明日、受付日及び提出期限 

・訴訟に係る期日 

・控訴議案の提出日及び可決日、熊本県ホームペー

ジに記載の年、新聞掲載日 

・送付嘱託により送付された文書の冊数及び枚数 

・供託番号及び供託完了日 

② 

弁護士の氏名、印影、所属事務

所の名称、所在地及び連絡先 

【条例第７条第３号ア(法人等

に関する情報)】 

・弁護士の氏名、所属事務所の名称、所在地及び連

絡先 

③ 

事件の概要等が分かる部分 

【条例第７条第４号(公共の安

全等に関する情報)】 

― 

④ 

原告への処分とその経緯等が分

かる部分 

【条例第７条第４号(公共の安

全等に関する情報)】 

― 

⑤ 

取調べの内容等が分かる部分 

【条例第７条第４号(公共の安

全等に関する情報)】 

・取調べが行われた警察署の名称（再掲） 

・原告の体調不良に関する原告の発言内容及び様子

（再掲） 

⑥ 

事件捜査に関する部分 

【条例第７条第４号(公共の安

全等に関する情報)】 

― 

⑦ 
刑事訴訟に関する記載 

【条例第３７条第１号（適用除外）】 
― 

 


